
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

申込方法 
金融機関経由に限ります。 

現在お取引のある金融機関を通じてお申込ください。 

保証限度額 

２億８，０００万円（組合等の場合は４億８，０００万円） 

ただし、保証申込時点における取扱金融機関による貸付の元本残

高を限度とします。 

※借入限度額は７億円（組合の場合は１２億円）となります。 

保証割合 ４０％ 

保証期間 最長３年 

保証形式 個別保証 

信用保証料率 借入金額に対し年０．８８％（保証金額に対し２．２０％） 

貸付金利 金融機関所定の利率 

貸付形式 証書貸付または手形貸付 

対象資金 借換対象貸付（事業資金）の元本残高の決済資金に限ります。 

返済方法 一括弁済または分割弁済 

担保・保証人 借換対象貸付と同一条件の担保・保証人が必要です。 

添付書類 

信用保証協会所定の申込書類に添付してください。 

①保証債務の消滅に関する同意書 

②借換依頼書   ③返済条件説明書 

④経営改善計画書 ⑤金利説明書 

※このほかにも必要に応じて書類をお願いすることがあります。 

取扱期間 平成２１年１２月１５日から平成２３年３月３１日まで 

   ※ご利用にあたっては審査がございます。審査の結果ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

 

    
◇本店営業部 保証第一課 ℡０２５－２６７－１３１３ 

         保証第二課 ℡０２５－２６７－１３１５ 

  ◇長岡支店 ℡０２５８－３５－５７１４  ◇県央支店 ℡０２５６－３３－６６６１ 

  ◇上越支店 ℡０２５－５２３－７２２５  ◇佐渡支店 ℡０２５９－５７－２０１１ 

 

 

                

 

保証申込時点において、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央 

金庫による貸付等及び信用保証協会による保証の利用がない中小企業の方（※実質的に

これと同様である場合を含みます）。 

※利用が一時的な場合や、総借入に占める割合が非常に小さい場合など 

 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.niigata-cgc.or.jp 


